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資料１０  
さいたま文学館現行利用料金 

（１）  展示観覧料   

区分 
利用料金  

 個人 団体（２０人以上の場合に限る。）  

 一般 ２１０円 一人につき １２０円  

 学生・生徒 １００円 一人につき ６０円  

 
備考 義務教育終了前の者については、無料とする。 

障害者及びその介護者１名については、「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び
利用料金の減免に関する条例」及び「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料
金の減免に関する条例施行規則」により、展示室の観覧料は無料とする。 

 
（２）施設等利用料金 

施設等の名称 

利用料金  

 午前９時から午後

０時３０分まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後５時３０分か

ら午後９時まで 

 

 ホール ５，１４０円 ５，８８０円 ５，１４０円  

 講座室１ １，３６０円 １，５７０円 １，３６０円  

 講座室２ １，０５０円 １，２６０円 １，０５０円  

 研修室１ ６３０円 ７３０円 ６３０円  

 研修室２ １，１５０円 １，２６０円 １，１５０円  

 研修室３（和室） ８４０円 １，０５０円 ８４０円  

 
駐車場（１台） 

 ３０分１００円 
 （最初の１時間は無料、当日最大１，０００円）  

 

                                             
備考 障害者及びその介護者１名については、「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び 
  利用料金の減免に関する条例」及び「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料 
  金の減免に関する条例施行規則」により、展示室の観覧料は無料とする。 

 

（３）附属設備利用料金 

附 属 設 備 名 称 

利用料金 

午前９時から午後

０時３０分まで 

午後１時から午
後５時まで 

午後５時３０分から
午後９時まで 

ビデオプロジェクター １,４１０ 円  １,６１０ 円  １,４１０ 円  

書 画 カメラ ６８０ 円  ７７０ 円  ６８０ 円  

１６ミリ 映 写 機 ６００ 円  ６９０ 円  ６００ 円  

スライド 映 写 機 ４９０ 円  ５６０ 円  ４９０ 円  

カメラ 録 画 装 置 ７４０ 円  ８５０ 円  ７４０ 円  
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＜参考＞ 
さいたま文学館条例 
第１８条 知事は、法第２４４条の２第８項の規定により、指定管理者に文学館の展示室に展

示された文学資料の観覧及び文学館の施設等の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）
を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。
この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について知事の承認を受けなければ
ならない。 

別表（第１８条関係） 

１ 文学資料の観覧に係る料金 

  
区分 

利用料金 

 個人 団体（２０人以上の場合に限る。） 

 一般 ２６０円以下 一人につき １５０円以下 

 学生・生徒 １３０円以下 一人につき ７０円以下 

備考 義務教育終了前の者については、無料とする。 
 
２ 文学館の施設等の利用に係る料金 

  

施設等の名称 

利用料金 

 午前９時から午後
０時３０分まで 

午後１時から午後
５時まで 

午後５時３０分か
ら午後９時まで 

 ホール ６，４６０円以下 ７，３９０円以下 ６，４６０円以下 

 講座室１ １，７１０円以下 １，９８０円以下 １，７１０円以下 

 講座室２ １，３２０円以下 １，５８０円以下 １，３２０円以下 

 研修室１ ７９０円以下 ９２０円以下 ７９０円以下 

 研修室２ １，４５０円以下 １，５８０円以下 １，４５０円以下 

 研修室３（和室） １，０５０円以下 １，３２０円以下 １，０５０円以下 

 駐車場（１台） ３０分につき  １００円以下 

 附属設備 知事が別に定める額以下 

備考 
１ 駐車場を利用する場合において、利用時間に３０分未満の端数があるときは、これを

３０分として利用料金を算定する。 
２ 駐車場（１台）の利用に係る料金は、１時間までは無料とする。 

 

さいたま文学館管理規則 

第４条 条例別表第２号の表の規定により別に定める附属設備の利用料金の額は、別表のとお

りとする。 

別表（第四条関係） 

  附属設備の

名称 

単

位 

利用料金の上限額（円）  

 午前９時から午後
０時３０分まで 

午後１時から午後
５時まで 

午後５時３０分か
ら午後９時まで 

 

 ビデオプロ
ジェクター 

一
式 

１，７７０円 ２，０１０円 １，７７０円  

 書画カメラ 一
式 

８３０円 ９５０円 ８３０円  

 十六ミリ映
写機 

一
式 

７４０円 ８６０円 ７４０円  

 スライド映
写機 

一
式 

６１０円 ６９０円 ６１０円  

 カメラ録画
装置 

一
式 

９２０円 １，０５０円 ９２０円  

 


